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令和６年 自治公民館新年式のご案内 
 

令和６年新年式を次のとおり各集落の公民館で実施いたします。 

ご多用中かと存じますが、ご参加をお願いいたします。 

 

１月１日（月） １０時～  茶花自治公民館 

城自治公民館 

朝戸自治公民館 

西区自治公民館 

東区自治公民館 

古里自治公民館 

叶自治公民館 

那間自治公民館 

  

１１時～   立長自治公民館 

 

与論町自治公民館連絡協議会 一同 

編集・発行 総務企画課

➊

（令和5年11月30日現在）

世帯数

第25回新春書き初め大会のお知らせ 
今年度も，小・中・高校生を対象に書き初め大会を実施します。 

用紙での申込期間は終了していますが，二次元コードでの申込は

１月３日（水）まで受け付けています。大人の皆様の参加も可能で

す。ふるってお申し込みください。 
         

１ 日  時  令和６年１月５日（金）14：00～15：30 

※ 受付は13:40から 

２ 会  場  与論町中央公民館 ２階 大ホール 

３ 参 加 費  無料 

４ 指導講師  和田 きみ子 先生 

申込フォームはこちら（実施要項もご覧いただけます。）→ 

 

《お問い合わせ先：教育委員会事務局学務課（97-2441 担当 兒玉）》  

 

昇龍苑からのお知らせ

・令和６年１月１日は休館日となります。

　町民の皆様の御理解,御協力をお願いいたします。

・令和６年１月２日からは通常通りの業務となります。

・今年の業務は令和５年１２月３１日の午前中までとなります。

―――年末年始の火葬業務について―――

与論町役場　町民生活課　TEL９７-４９３０

お問い合わせ先

昇龍苑　　　　　　　　　TEL０８０-８５７３－５６２３

事業者（所）の皆様へ 
令和５年分賃金等の支払い額の報告について（お願い） 

 

  令和５年中に給与等（給与、賞与、パート・アルバイト含む)の支払いをした事業所又は個人事 

 業主の方は、令和６年度の課税資料として賃金等の給与支払報告書の提出をお願いします。 

 １ 提出内容  支払をした従業員等の住所、氏名、電話番号、支払った金額 

２ 対象期間  令和５年１月１日～令和５年１２月３１日 

      (上記期間において、事業者(所)から支払いをした金額) 

 ３ 様  式  特に指定しません 

４ 提 出 先  給与等受給者が、令和６年１月１日現在において住所のある市町村 

５ 提出期限  令和６年１月３１日（水）※早期提出にご協力をお願いいたします。 

お問い合わせ先  与論町役場税務課 TEL0997-97-3133 

 

 

日 曜日 予定行事名等 時間 場所 主催

新年式　茶花・叶・城・朝戸・西区・東区・古里・那間 10：00～ 各自治公民館

新年式　立長 11：00～ 立長自治公民館

2 (火) 二十歳のつどい（旧成人式） 11：00～12：20 砂美地来館 与論町・教育委員会

3 (水)

4 (木) 仕事始め

5 (金)

6 (土)

7 (日) 令和６年消防出初式 15：00～17：00 役場駐車場 総務企画課

8 (月) 成人の日

9 (火)

10 (水)

11 (木)

1歳6か月児健診（対象児：R4.4.27～R4.7.11生）
受付時間

（13：00～13：15）

3歳児健診（対象児：R2.4.28～R2.7.12生）
受付時間

（13：00～13：15）

13 (土)

14 (日)

12 (金) 保健センター 保健センター

1 (月) 与論町自治公民館連絡協議会



水 道 課 からのお知 らせ  
 

1 .水 道 メーター検 針 について  
 

✱検針期間は毎月１日から 7日までとなっております。 

✱各ご家庭の水道メーター周りが、物で塞がっている、草木が生茂り検針出来 
ない、飼い犬等がつながれており、メーター検針に支障をきたしているところ 
があります。 
また、木が生茂っていると水道パイプに木の根が巻き付き漏水の原因にもな 
ります。 

✱常に水道メーターの検針しやすい環境づくりにご協力お願い致します。 

 

2 .漏 水 について                  水 道 メーター  

 

✱自分でできる漏水の確認方法           回転板 

１、蛇口を全部閉める。               （パイロット） 

2、回転板（パイロット）が回っていると漏水です。 

3、与論町指定工事店に連絡されて早く修理して下さい。                   

※修理費は需要者の負担になります。  

 

✱与論町指定工事店へ （順不同） 

菊池水道 97-2182  ・ 瀧久建設 97-3720  ・  ﾖｼﾀﾞ管工業  97-4351 

吉田設備 97-4984  ・ 田畑設備 97-3530  ・  原 建設    97-4860 

浦口建設 97-4749  ・ 吉田興建 97-2078   

 

3 .茶 花 地 区 農 業 集 落 排 水 施 設 利 用 について  
 
最近、排水施設へタオル・ビニール袋・ロープ・下着類・雑巾・油等が流れて          

汚水管が詰まったり、ポンプが動かなくなっております。 

 

下記の注意を守らなければ、排水処理施設の運転に多大な支障をきたすことになりま

すので、皆様のご協力をお願いします。 

排水設備使用上の注意 （厳重） 

✱ 雨水を汚水
お す い

桝
ます

に流さない。汚水
お す い

桝
ます

の蓋をちゃんと閉める（木の葉等の流入がある） 

✱ 台所や風呂場、洗面所の目皿に詰まったものは、取り出して処分する。 

✱ トラップ桝
ます

は、定期的に掃除する。 

 

以上の件について、町民の皆様のご理解・ご協力をお願い致します。 

➊

❷


